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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　支持基板上に配線層及び絶縁層を積層する工程と、前記支持基板を除去する工程とを含
む工程により製造される、半導体チップが実装される半導体チップ実装面を有する配線基
板の製造方法であって、
　前記半導体チップを構成する半導体基板と同等の熱膨張率を有する材料からなる支持基
板の上面に凹部を形成する工程、前記凹部が形成された前記支持基板の上面に金属層を形
成する工程、及び前記金属層上に剥離層を形成する工程を含む剥離層形成工程と、
　前記剥離層上に第１絶縁層を形成する第１絶縁層形成工程と、
　前記凹部に対応する位置の前記金属層が露出するように、前記剥離層及び前記第１絶縁
層を貫通する貫通穴を形成する貫通穴形成工程と、
　前記金属層をシード層として、前記貫通穴内に露出した前記金属層上に第１配線層を形
成する第１配線層形成工程と、
　前記第１配線層及び前記第１絶縁層上に更に配線層及び絶縁層を積層する積層工程と
　前記剥離層に所定の処理を施すことにより、前記支持基板を除去する支持基板除去工程
とを有することを特徴とする配線基板の製造方法。
【請求項２】
　前記貫通穴は、前記貫通穴に対応する凸形状が形成された面を有するスタンパーを用い
て、前記凸形状を転写することにより形成されることを特徴とする請求項１記載の配線基
板の製造方法。
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【請求項３】
　前記第１配線層は、前記半導体チップの対応する電極と電気的に接続される電極パッド
として機能することを特徴とする請求項１又は２記載の配線基板の製造方法。
【請求項４】
　前記剥離層は、熱エネルギーを付与すると粘着力が低下する部材を貼り付けることによ
り形成され、前記所定の処理は、前記熱エネルギーを付与する処理であることを特徴とす
る請求項１乃至３の何れか一項記載の配線基板の製造方法。
【請求項５】
　前記剥離層は、光エネルギーを付与すると粘着力が低下する部材を貼り付けることによ
り形成され、前記所定の処理は、前記光エネルギーを付与する処理であることを特徴とす
る請求項１乃至３の何れか一項記載の配線基板の製造方法。
【請求項６】
　前記剥離層は、溶剤に溶解すると粘着力が低下する部材を貼り付けることにより形成さ
れ、前記所定の処理は、前記溶剤に溶解する処理であることを特徴とする請求項１乃至３
の何れか一項記載の配線基板の製造方法。
【請求項７】
　前記剥離層は、ＳｉＯ２から構成され、前記所定の処理は、前記ＳｉＯ２をエッチング
により除去する処理であることを特徴とする請求項１乃至３の何れか一項記載の配線基板
の製造方法。
【請求項８】
　更に、前記支持基板除去工程よりも前に、前記半導体チップ実装面の反対側の面に補助
基板を配設する補助基板配設工程を有することを特徴とする請求項１乃至７の何れか一項
記載の配線基板の製造方法。
【請求項９】
　更に、前記半導体チップ実装面の前記半導体チップが実装される領域の外縁部に補強枠
を配設する補強枠配設工程を有することを特徴とする請求項１乃至８の何れか一項記載の
配線基板の製造方法。
【請求項１０】
　前記支持基板の、少なくとも前記半導体チップ実装面の前記半導体チップが実装される
領域に対応する領域は、シリコンから構成されていることを特徴とする請求項１乃至９の
何れか一項記載の配線基板の製造方法。
【請求項１１】
　前記支持基板の、少なくとも前記半導体チップ実装面の前記半導体チップが実装される
領域に対応する領域は、硼珪酸ガラスから構成されていることを特徴とする請求項１乃至
９の何れか一項記載の配線基板の製造方法。
【請求項１２】
　請求項１乃至１１の何れか一項記載の製造方法で製造された配線基板の、前記半導体チ
ップ実装面に前記半導体チップを実装する半導体チップ実装工程と、
　前記半導体チップ実装面と前記半導体チップとの間に樹脂を充填する樹脂充填工程とを
有することを特徴とする半導体パッケージの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、配線基板の製造方法及び半導体パッケージの製造方法に関し、特に、支持基
板上に配線層及び絶縁層を積層する工程と、前記支持基板を除去する工程とを含む工程に
より製造される、半導体チップが実装される半導体チップ実装面を有する配線基板の製造
方法、及び、前記配線基板に半導体チップを実装した半導体パッケージの製造方法に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
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　例えば、半導体チップが実装される半導体チップ実装面を有する配線基板の製造方法と
して、Ｃｕからなる支持基板上に所定の配線層を順次積層してビルドアップ配線層を形成
した後、支持基板を除去して配線基板を得る方法が提案されている。
【０００３】
　この種の配線基板の製造方法では、ビルドアップ配線層の形成時には支持基板が存在す
るため、ビルドアップ配線層を確実に精度よく形成することができる。又、ビルドアップ
配線層が形成された後は、支持基板が除去されるため、製造される配線基板の薄型化及び
電気的特性の向上を図ることができる。
【０００４】
　図１は、従来のビルドアップ配線層を有する配線基板１００を例示する断面図である。
図１（ａ）はビルドアップ配線層が支持基板１１１に支持されていない状態、図１（ｂ）
はビルドアップ配線層が支持基板１１１に支持されている状態を示している。図１（ｂ）
に示すように、ビルドアップ配線層は、支持基板１１１上に形成され、図１（ａ）に示す
ように、最終的には支持基板１１１が除去されて配線基板１００が得られる。
【０００５】
　図１を参照するに、配線基板１００は、第１絶縁層１６０と、第２絶縁層２１０と、第
３絶縁層２４０と、第１配線層１７０と、第２配線層２００と、第３配線層２３０と、第
４配線層２６０と、ソルダーレジスト２７０とからなるビルドアップ配線層を有する配線
基板である。
【０００６】
　第１配線層１７０上には第１絶縁層１６０が形成され、第１絶縁層１６０上には第２配
線層２００が形成されている。更に、第２配線層２００を覆うように第２絶縁層２１０が
形成され、第２絶縁層２１０上には第３配線層２３０が形成されている。更に、第３配線
層２３０を覆うように第３絶縁層２４０が形成され、第３絶縁層２４０上には第４配線層
２６０が形成されている。
【０００７】
　第１配線層１７０は、第１絶縁層１６０から露出するように構成されており、第１配線
層１７０が第１絶縁層１６０から露出している面は、半導体チップが実装される半導体チ
ップ実装面となる。第１配線層１７０は、電極パッドとして機能し、半導体チップの対応
する電極と電気的に接続される。Ｐ１は、第１配線層１７０のピッチを示している。
【０００８】
　第１配線層１７０と第２配線層２００とは、第１絶縁層１６０に形成された第１ビアホ
ール１６０ｘを介して電気的に接続されている。又、第２配線層２００と第３配線層２３
０とは、第２絶縁層２１０に形成された第２ビアホール２１０ｘを介して電気的に接続さ
れている。又、第３配線層２３０と第４配線層２６０とは、第３絶縁層２４０に形成され
た第３ビアホール２４０ｘを介して電気的に接続されている。
【０００９】
　第４配線層２６０上には、ソルダーレジスト２７０が形成されている。ソルダーレジス
ト２７０は、第４配線層２６０上に開口部２７０ｘを有する。第４配線層２６０の開口部
２７０ｘに対応する部分は、例えばマザーボード等と電気的に接続される電極パッドとし
て機能する。
【００１０】
　図２は、配線基板１００に半導体チップ８１０を実装した半導体パッケージ８００を例
示する断面図である。図２を参照するに、半導体パッケージ８００は、配線基板１００と
、はんだバンプ２９０と、半導体チップ８１０と、アンダーフィル樹脂８３０とを有する
。半導体チップ８１０は、薄板化された半導体基板（図示せず）上に半導体集積回路（図
示せず）や電極パッド（図示せず）が形成されたものであり、電極パッド（図示せず）上
には電極となるボール状端子８２０が形成されている。Ｐ２は、ボール状端子８２０のピ
ッチを示している。
【００１１】
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　配線基板１００の第１配線層１７０上には、はんだバンプ２９０（接合金属）が形成さ
れている。半導体チップ８１０のボール状端子８２０は、配線基板１００のはんだバンプ
２９０と電気的に接続されている。半導体チップ８１０と第１絶縁層１６０との間にはア
ンダーフィル樹脂８３０が充填されている（例えば、特許文献１参照）。
【特許文献１】特開２０００－３２３６１３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　図１に示すように、配線基板１００は、配線層と絶縁層とが積層された構造を有するが
、配線基板１００の製造工程では、Ｃｕからなる支持基板上に配線層と絶縁層とが積層さ
れ、支持基板は最終的に除去される。ここで、Ｃｕからなる支持基板の熱膨張率は１８ｐ
ｐｍ／℃程度である。又、例えば、各配線層にＣｕを用いた場合、その熱膨張率は１８ｐ
ｐｍ／℃程度であり、各絶縁層にエポキシ系樹脂を用いた場合、その熱膨張率は５５ｐｐ
ｍ／℃程度である。
【００１３】
　配線基板１００の製造工程において、Ｃｕからなる支持基板上に配線層と絶縁層とが積
層される工程は１９０℃程度の高温下で行われる。又、配線層と絶縁層とが積層される工
程が終了すると、その後の工程は常温下で行われ、最終工程でＣｕからなる支持基板はウ
ェットエッチングにより除去される。
【００１４】
　このように、配線基板１００が製造される過程において加熱冷却を繰り返す結果、配線
層と絶縁層との熱膨張率の違いから熱応力（ストレス）に起因する反りや歪みが生じるが
、配線層と絶縁層とを支持する支持基板の熱膨張率も配線層の熱膨張率と同等であるから
、前記反りや歪みの発生を抑えることはできない。その結果、配線基板１００の完成時に
は、半導体チップの対応する電極と電気的に接続される電極パッドである第１配線層１７
０のピッチＰ１は、所望のピッチからずれる場合がある。
【００１５】
　一方、図２に示す半導体パッケージ８００における半導体チップ８１０は、薄板化され
た半導体基板（図示せず）上に半導体集積回路（図示せず）や電極パッド（図示せず）が
形成され、電極パッド（図示せず）上には電極となるボール状端子８２０が形成されたも
のであるが、例えば、半導体基板にシリコンを用いた場合、その熱膨張率は３～４ｐｐｍ
／℃程度と小さく、電極となるボール状端子８２０のピッチＰ２は、所望のピッチから大
きくずれることはない。
【００１６】
　従って、配線基板１００の第１配線層１７０に、はんだバンプ２９０を形成し、配線基
板１００のはんだバンプ２９０と半導体チップ８１０のボール状端子８２０とを電気的に
接続する際に、はんだバンプ２９０とボール状端子８２０との間にピッチのずれが生じる
場合がある。
【００１７】
　このようなピッチのずれは、Ｃ４バンプピッチに代表されるように、ピッチＰ１及びＰ
２が、１００μｍ～２００μｍ程度と比較的広かった従来の配線基板１００と半導体チッ
プ８１０とを電気的に接続する場合には大きな問題とはならなかったが、ピッチが１００
μｍを下回るような狭ピッチとなり、それに対応すべくはんだバンプやボール状端子も小
型化された配線基板と半導体チップとを電気的に接続する際には、所望の部分どうしを接
続することが困難であるという問題があった。
【００１８】
　本発明は、上記に鑑みてなされたもので、半導体チップと電気的に接続される電極パッ
ドのピッチの、所望のピッチからのずれを小さくすることができる配線基板の製造方法、
及び、前記電極パッドのピッチと前記電極パッドと電気的に接続される半導体チップの電
極のピッチとのずれを小さくすることができる半導体パッケージの製造方法を提供するこ
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とを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１９】
　上記目的を達成するため、第１の発明は、支持基板上に配線層及び絶縁層を積層する工
程と、前記支持基板を除去する工程とを含む工程により製造される、半導体チップが実装
される半導体チップ実装面を有する配線基板の製造方法であって、前記半導体チップを構
成する半導体基板と同等の熱膨張率を有する材料からなる支持基板の上面に凹部を形成し
、前記凹部が形成された前記支持基板の上面に金属層を形成し、更に前記金属層上に剥離
層を形成する剥離層形成工程と、前記剥離層上に第１絶縁層を形成する第１絶縁層形成工
程と、前記凹部に対応する位置の前記金属層が露出するように、前記剥離層及び前記第１
絶縁層を貫通する貫通穴を形成する貫通穴形成工程と、前記金属層をシード層として、前
記貫通穴内に露出した前記金属層上に第１配線層を形成する第１配線層形成工程と、前記
第１配線層及び前記第１絶縁層上に更に配線層及び絶縁層を積層する積層工程と前記剥離
層に所定の処理を施すことにより、前記支持基板を除去する支持基板除去工程とを有する
ことを特徴とする。
【００２０】
　第２の発明は、請求項１乃至１１の何れか一項記載の製造方法で製造された配線基板の
、前記半導体チップ実装面に前記半導体チップを実装する半導体チップ実装工程と、
　前記半導体チップ実装面と前記半導体チップとの間に樹脂を充填する樹脂充填工程とを
有することを特徴とする。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明によれば、半導体チップと電気的に接続される電極パッドのピッチの、所望のピ
ッチからのずれを小さくすることができる配線基板の製造方法、及び、前記電極パッドの
ピッチと前記電極パッドと電気的に接続される半導体チップの電極のピッチとのずれを小
さくすることができる半導体パッケージの製造方法を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　以下、図面を参照して、本発明を実施するための最良の形態の説明を行う。
【００２３】
　〈第１の実施の形態〉
　図３は、本発明の第１の実施の形態に係るビルドアップ配線層を有する集合配線基板１
０を例示する平面図である。図４は、本発明の第１の実施の形態に係るビルドアップ配線
層を有する集合配線基板１０を例示する断面図である。
【００２４】
　図３を参照するに、集合配線基板１０は、複数のビルドアップ配線層形成領域Ａを有す
る配線基板である。なお、複数のビルドアップ配線層形成領域Ａを有する配線基板を便宜
上集合配線基板と呼ぶ。Ｂはダイシングブレード等が集合配線基板１０を切断する位置（
以下、「切断位置Ｂ」とする）を示している。
【００２５】
　集合配線基板１０は、切断位置Ｂにおいて切断されることにより個片化され、配線基板
１０ａとなる。集合配線基板１０の外形寸法は、例えば、Ｗ４００ｍｍ×Ｄ３００ｍｍ×
Ｈ２ｍｍとすることができる。図３は、１枚の集合配線基板１０を個片化することにより
４枚の配線基板１０ａが製造される集合配線基板の例であるが、集合化の枚数はこれに限
定されるものではない。
【００２６】
　図４を参照するに、集合配線基板１０は、第１絶縁層１６と、第２絶縁層２１と、第３
絶縁層２４と、第１配線層１７と、第２配線層２０と、第３配線層２３と、第４配線層２
６と、第２金属層１８と、第３金属層２２、第４金属層２５と、ソルダーレジスト２７と
、補助基板２８とからなるビルドアップ配線層を有する配線基板である。但し、集合配線
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基板１０において、補助基板２８は除去しておいても構わない。
【００２７】
　第１絶縁層１６上には第２金属層１８及び第２配線層２０が積層形成されている。更に
、第２配線層２０を覆うように第２絶縁層２１が形成され、第２絶縁層２１上には第３金
属層２２及び第３配線層２３が積層形成されている。更に、第３配線層２３を覆うように
第３絶縁層２４が形成され、第３絶縁層２４上には第４金属層２５及び第４配線層２６が
積層形成されている。
【００２８】
　第１配線層１７は、第１絶縁層１６から露出しており、第１配線層１７が第１絶縁層１
６から露出している面は、半導体チップが実装される半導体チップ実装面となる。第１配
線層１７は電極パッドとして機能し、半導体チップの対応する電極と電気的に接続される
。Ｐ３は、第１配線層１７のピッチを示している。
【００２９】
　第１配線層１７と第２金属層１８及び第２配線層２０とは、第１絶縁層１６に形成され
た第１ビアホール１６ｘを介して電気的に接続されている。又、第２配線層２０と第３金
属層２２及び第３配線層２３とは、第２絶縁層２１に形成された第２ビアホール２１ｘを
介して電気的に接続されている。又、第３配線層２３と第４金属層２５及び第４配線層２
６とは、第３絶縁層２４に形成された第３ビアホール２４ｘを介して電気的に接続されて
いる。
【００３０】
　第４配線層２６を覆うように、開口部２７ｘを有するソルダーレジスト２７が形成され
ている。ソルダーレジスト２７上には、補助基板２８が配設されている。補助基板２８は
、集合配線基板１０の機械的強度を高めること等を目的として設けられ、例えば、集合配
線基板１０に半導体チップが実装される工程の後等に除去される。補助基板２８が除去さ
れた後、第４配線層２６の開口部２７ｘに対応する部分は、例えばマザーボード等と電気
的に接続される電極パッドとして機能する。
【００３１】
　続いて、集合配線基板１０及び配線基板１０ａの製造方法について説明する。図５～図
２４は、本発明の第１の実施の形態に係る集合配線基板１０及び配線基板１０ａの製造工
程を例示する図である。図５～図２４において、図３及び図４と同一部品については、同
一符号を付し、その説明は省略する場合がある。
【００３２】
　始めに、図５に示す工程では、支持基板１１を用意する。支持基板１１としては、例え
ば、シリコン（熱膨張率：３～４ｐｐｍ／℃程度）、又は、シリコンと同等の熱膨張率を
有する材料を用いることができる。支持基板１１として用いることができる材料の熱膨張
率の範囲（半導体基板を構成するシリコンと同等の熱膨張率の範囲）は、０～６ｐｐｍ／
℃であるが、好適な熱膨張率の範囲としては、３～４ｐｐｍ／℃である。
【００３３】
　又、ビルドアップ配線層形成領域Ａの一部である半導体チップが実装される半導体チッ
プ実装領域Ｃ（後述する図３６参照）に対応する領域はシリコン又はシリコンと同等の熱
膨張率を有する材料から構成し、その他の領域は他の材料から構成してもよい。
【００３４】
　又、ビルドアップ配線層形成領域Ａの一部である半導体チップが実装される半導体チッ
プ実装領域Ｃ（後述する図３６参照）に対応する領域はシリコンから構成し、その他の領
域はシリコンと同等の熱膨張率を有する材料から構成してもよい。
【００３５】
　シリコンと同等の熱膨張率を有する材料としては、例えば、硼珪酸ガラス等を用いるこ
とができる。硼珪酸ガラスは、硼酸（Ｂ２Ｏ３）と珪酸（ＳｉＯ２）を主成分として含む
ガラスであり、熱膨張率は３ｐｐｍ／℃程度である。支持基板１１の厚さは、例えば、２
００μｍ～２０００μｍとすることができる。
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【００３６】
　支持基板１１として、シリコン、又は、シリコンと同等の熱膨張率を有する材料を用い
る理由は、集合配線基板１０又は配線基板１０ａの完成後に実装される半導体チップを構
成する半導体基板がシリコンからなるためである。すなわち、支持基板１１として、半導
体チップを構成する半導体基板と同等の熱膨張率を有する材料を用い、支持基板１１上に
ビルドアップ配線層を形成することにより、集合配線基板１０及び配線基板１０ａが製造
される過程において加熱冷却を繰り返しても、熱膨張率の小さいシリコン等からなる支持
基板１１に支持されたビルドアップ配線層には、熱応力（ストレス）に起因する反りや歪
みが生じ難くなる。
【００３７】
　その結果、集合配線基板１０及び配線基板１０ａの完成時に、半導体チップの対応する
電極と電気的に接続される電極パッドである第１配線層１７のピッチＰ３が、所望のピッ
チから大きくずれることなく、シリコンからなる半導体基板の電極パッド上に形成された
電極のピッチの所望のピッチからのずれと同程度に抑えられるからである。
【００３８】
　次いで、図６に示す工程では、支持基板１１の上面に、レジスト膜１２を形成する。レ
ジスト膜１２としては、例えば、ドライフィルム等を用いることができる。次いで、図７
に示す工程では、レジスト膜１２に対して露光等のパターニング処理を行い、凹部１３の
形成位置（後述する図８参照）に対応する部分に開口部１２ｘを形成する。なお、ドライ
フィルム状のレジスト膜１２に対して予め開口部１２ｘを形成しておき、開口部１２ｘが
形成されたレジスト膜１２を支持基板１１上に配設してもよい。
【００３９】
　次いで、図８に示す工程では、異方性ドライエッチング又は異方性ウェットエッチング
により、支持基板１１の上面の開口部１２ｘに対応する位置に凹部１３を形成する。凹部
１３の深さとしては、例えば、０．５μｍ～２０μｍとすることができる。又、凹部１３
は、平面視略円形形状であり、その直径としては、例えば、１μｍ～５０μｍ、そのピッ
チとしては、例えば、２μｍ～１００μｍとすることができる。なお、凹部１３は、後述
する図１５に示す工程において、第１配線層１７を形成するための窪みである。
【００４０】
　次いで、図９に示す工程では、図８に示すレジスト膜１２を除去する。次いで、図１０
に示す工程では、無電解めっき法又はスパッタ法により、支持基板１１の上面に第１金属
層１４を形成する。第１金属層１４は、電解めっき法により第１配線層１７を形成する際
に、めっき給電層（シード層）となる層である（後述する図１５参照）。
【００４１】
　第１金属層１４の材料としては、例えば、ＴｉやＴｉ／Ｃｕ（Ｔｉ層上にＣｕ層を積層
した構造）を用いることができる。第１金属層１４の厚さは、Ｔｉの場合には、例えば、
０．５μｍ～１．０μｍとすることができる。Ｔｉ／Ｃｕ（Ｔｉ層上にＣｕ層を積層した
構造）の場合には、例えば、Ｔｉの厚さは０．１μｍ～１．０μｍ、Ｃｕの厚さは０．１
μｍ～１．０μｍとすることができる。又、第１金属層１４の材料として、Ｐｔ、Ａｕ、
Ｃｒ、Ｃｒ／Ａｕ（Ｃｒ層上にＡｕ層を積層した構造）、Ｔｉ／Ａｕ（Ｔｉ層上にＡｕ層
を積層した構造）等を用いても構わない。
【００４２】
　なお、第１金属層１４として、第１配線層１７との密着性の低い金属を選定することに
より、支持基板１１を除去する際に、第１金属層１４から第１配線層１７を剥離すること
が容易であり好適である。
【００４３】
　次いで、図１１に示す工程では、第１金属層１４上に剥離層１５を形成する。剥離層１
５は、支持基板１１を除去するために用いる層である（後述する図２３参照）。剥離層１
５は、例えば、常温では粘着力があり、加熱する（熱エネルギーを付与する）と粘着力が
低下し簡単に剥離する熱発泡タイプの両面粘着テープを貼り付けることにより形成するこ
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とができる。
【００４４】
　又、自然光下では粘着力があり、紫外線を照射する（特定の波長の光エネルギーを付与
する）と粘着力が低下し簡単に剥離するＵＶ（紫外線）発泡タイプの両面粘着テープや溶
剤に溶解すると粘着力が低下し簡単に剥離する溶剤溶解タイプの両面粘着テープ等を貼り
付けることにより形成してもよい。又、フッ素樹脂等をコーティングすることにより形成
してもよい。剥離層１５の厚さは、例えば、０．５μｍ～１００μｍとすることができる
。
【００４５】
　次いで、図１２に示す工程では、剥離層１５上に第１絶縁層１６を形成する。第１絶縁
層１６の材料としては、エポキシ系樹脂、ポリイミド系樹脂などの樹脂材を用いることが
できる。第１絶縁層１６の形成方法の一例としては、剥離層１５上に樹脂フィルムをラミ
ネートした後に、樹脂フィルムをプレス（押圧）し、その後、１９０℃程度の温度で熱処
理して硬化させることにより第１絶縁層１６を得ることができる。
【００４６】
　次いで、図１３に示す工程では、凹部１３に対応する位置の第１金属層１４が露出する
ように、レーザ加工法等を用いて剥離層１５及び第１絶縁層１６を貫通する貫通穴である
第１ビアホール１６ｘを形成する。レーザとしては、例えば、ＣＯ２レーザやＹＡＧレー
ザ等を使用することができる。
【００４７】
　なお、第１ビアホール１６ｘは、図１４に示すように、第１ビアホール１６ｘに対応す
る凸形状２９ａが形成された面を有するスタンパー２９を用いてインプリントし、凸形状
２９ａを転写する方法を用いて形成してもよい。インプリントは、例えば、被転写体を１
２０℃程度に加熱し、スタンパー２９を押圧することで被転写体に所定の形状を転写する
熱インプリントを用いることができる。
【００４８】
　図１４では、一つのビルドアップ配線層形成領域Ａに対応する凸形状２９ａが設けられ
た一つのスタンパー２９を用いて、一つのビルドアップ配線層形成領域Ａに第１ビアホー
ル１６ｘを形成する例を示したが、複数のビルドアップ配線層形成領域Ａに対応する凸形
状が設けられた一つのスタンパーを用いて、複数のビルドアップ配線層形成領域Ａに第１
ビアホール１６ｘを形成してもよい。
【００４９】
　次いで、図１５に示す工程では、第１ビアホール１６ｘにより開口された第１金属層１
４上に、第１金属層１４をめっき給電層（シード層）に利用した電解めっき法により、は
んだから構成される第１配線層１７を形成する。第１配線層１７は、溶融したはんだをイ
ンクジェット法により供給することにより形成しても構わない。又、第１金属層１４をめ
っき給電層（シード層）に利用した電解めっき法や無電解めっき法等により、表面めっき
層と第１配線層本体とから構成される第１配線層１７を形成してもよい。
【００５０】
　表面めっき層は、集合配線基板１０及び配線基板１０ａが完成した際に、外部に露出す
る層がＡｕからなる構造となり、例えば、第１金属層１４上にＡｕ膜のみを形成した構造
、Ａｕ膜、Ｎｉ膜を順次積層した構造、Ａｕ膜、Ｐｄ膜，Ｎｉ膜を順次積層した構造等と
することができる。表面めっき層を構成するＡｕ膜の厚さは、例えば、０．０１μｍ～１
μｍとすることができる。続いて、表面めっき層上にＣｕ等からなる第１配線層本体をめ
っき等により形成することができる。第１配線層１７は、半導体チップの対応する電極と
電気的に接続される電極パッドとして機能する。
【００５１】
　次いで、図１６に示す工程では、第１絶縁層１６及び第１配線層１７上に、無電解めっ
き法等を用いて第２金属層１８を形成する。第２金属層１８は、電解めっき法により第２
配線層２０を形成する際に、めっき給電層（シード層）となる層である（後述する図１９
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参照）。第２金属層１８の材料としては、例えば、Ｃｕ等を用いることができる。第２金
属層１８の厚さは、例えば、０．５μｍ～１．０μｍとすることができる。
【００５２】
　次いで、図１７に示す工程では、第２金属層１８上にレジスト膜１９を形成する。レジ
スト膜１９としては、例えば、ドライフィルム等を用いることができる。次いで、図１８
に示す工程では、レジスト膜１９に対して露光等のパターニング処理を行い、第２配線層
２０の形成位置（後述する図１９参照）に対応する部分に開口部１９ｘを形成する。なお
、ドライフィルム状のレジスト膜１９に対して予め開口部１９ｘを形成しておき、開口部
１９ｘが形成されたレジスト膜１９を第２金属層１８上に配設してもよい。
【００５３】
　次いで、図１９に示す工程では、第２金属層１８をめっき給電層（シード層）に利用し
た電解めっき法により、第２金属層１８のレジスト膜１９の開口部１９ｘに対応する部分
に第２配線層２０を形成する。第２金属層１８及び第２配線層２０は、第１ビアホール１
６ｘを介して第１配線層１７と電気的に接続される。第２配線層２０の材料としては、例
えば、Ｃｕ等を用いることができる。次いで、図２０に示す工程では、図１９に示すレジ
スト膜１９を除去し、更に、第２金属層１８の第２配線層２０が形成されていない部分を
除去する。
【００５４】
　次いで、図２１に示す工程では、上記と同様な工程を繰り返すことにより、第２絶縁層
２１、第３金属層２２、第３配線層２３、第３絶縁層２４、第４金属層２５、第４配線層
２６を順次積層する。すなわち、第２配線層２０を被覆する第２絶縁層２１を形成した後
に、第２絶縁層２１の第２配線層２０上の部分に第２ビアホール２１ｘを形成する。
【００５５】
　更に、第２絶縁層２１上に、第３金属層２２及び第２ビアホール２１ｘを介して第２配
線層２０と電気的に接続される第３配線層２３を形成する。第３金属層２２及び第３配線
層２３の材料としては、例えば、Ｃｕ等を用いることができる。
【００５６】
　更に、第３配線層２３を被覆する第３絶縁層２４を形成した後に、第３絶縁層２４の第
３配線層２３上の部分に第３ビアホール２４ｘを形成する。更に、第３絶縁層２４上に、
第４金属層２５及び第３ビアホール２４ｘを介して第３配線層２３と電気的に接続される
第４配線層２６を形成する。第４金属層２５及び第４配線層２６の材料としては、例えば
、Ｃｕ等を用いることができる。
【００５７】
　続いて、第４配線層２６上に、開口部２７ｘが設けられたソルダーレジスト２７が形成
される。これにより、第４配線層２６は、ソルダーレジスト２７の開口部２７ｘ内に露出
し、マザーボード等と接続される電極パッドとして機能する。なお、必要に応じてソルダ
ーレジスト２７の開口部２７ｘ内の第４配線層２６上にＮｉめっき層とＡｕめっき層をこ
の順に積層したＮｉ／Ａｕめっき層等のコンタクト層を形成してもよい。
【００５８】
　このようにして、支持基板１１上に所定のビルドアップ配線層が形成される。本実施例
では、４層のビルドアップ配線層（第１配線層～第４配線層）を形成したが、ｎ層（ｎは
１以上の整数）のビルドアップ配線層を形成してもよい。
【００５９】
　次いで、図２２に示す工程では、図２１に示す構造体の半導体チップが実装される面の
反対側の面に形成されているソルダーレジスト２７上に、補助基板２８を配設する。補助
基板２８は、例えば、両面粘着テープを用いて貼り付けることで配設できる。この際、剥
離層１５と同様に熱発泡タイプの両面粘着テープやＵＶ（紫外線）発泡タイプの両面粘着
テープを用いても構わない。
【００６０】
　補助基板２８は、集合配線基板１０の機械的強度を高めること等を目的として設けられ
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、例えば、集合配線基板１０に半導体チップが実装される工程の後等に除去される。補助
基板２８の材料としては、支持基板１１と同様にシリコンや硼珪酸ガラス等を用いること
ができる。補助基板２８の厚さは、例えば、２ｍｍとすることができる。
【００６１】
　次いで、図２３に示す工程では、図２２に示す剥離層１５に所定の処理を施すことによ
り、支持基板１１、第１金属層１４及び剥離層１５を除去し、集合配線基板１０が完成す
る。所定の処理とは、例えば、図１１に示す工程において剥離層１５として熱発泡タイプ
の両面粘着テープを貼り付けた場合には、所定の温度に加熱する（熱エネルギーを付与す
る）処理である。
【００６２】
　又、例えば、図１１に示す工程において剥離層１５としてＵＶ（紫外線）発泡タイプの
両面粘着テープを貼り付けた場合には、紫外線を照射する（特定の波長の光エネルギーを
付与する）処理である。所定の処理を施すことにより、剥離層１５の粘着力が低下するた
め、支持基板１１、第１金属層１４及び剥離層１５を容易に除去することができる。
【００６３】
　次いで、図２４に示す工程では、図２３に示す集合配線基板１０をダイシングブレード
等を用いて切断位置Ｂで切断することにより、集合配線基板１０は個片化される。次いで
、個片化後に補助基板２８を除去することにより、複数の配線基板１０ａが完成する。な
お、図２３に示す集合配線基板１０から補助基板２８を除去した後に、ダイシングブレー
ド等を用いて切断位置Ｂで切断することにより集合配線基板１０を個片化し、複数の配線
基板１０ａを作製しても構わない。このようにして、本発明の第１の実施の形態に係る集
合配線基板１０及び配線基板１０ａが製造される。
【００６４】
　本発明の第１の実施の形態に係る集合配線基板１０及び配線基板１０ａによれば、熱膨
張率の小さいシリコン等からなる支持基板１１の上面に凹部１３を形成し、凹部１３に半
導体チップの対応する電極と電気的に接続される電極パッドとなる第１配線層１７を形成
し、更に、ビルドアップ配線層を形成する。これにより、集合配線基板１０及び配線基板
１０ａが製造される過程において加熱冷却を繰り返しても、熱膨張率の小さいシリコン等
からなる支持基板１１に支持されたビルドアップ配線層には、熱応力（ストレス）に起因
する反りや歪みが生じ難くなるため、集合配線基板１０及び配線基板１０ａの完成時に、
第１配線層１７のピッチＰ３が、所望のピッチから大きくずれることを防止することがで
きる。
【００６５】
　又、従来の配線基板１００の製造工程で使用されるＣｕからなる支持基板は、最終工程
でウェットエッチングにより除去されるため、一度しか使用できないが、本発明に係るシ
リコン等からなる支持基板１１は、剥離層１５を設けたことにより、ウェットエッチング
を行わなくても容易に除去することが可能となるため、集合配線基板１０をダイシングブ
レード等を用いて個片化する前に支持基板１１を除去する場合には、支持基板１１を繰り
返し使用することができ、集合配線基板１０及び配線基板１０ａの製造コストを低減する
ことができる。
【００６６】
　〈第１の実施の形態の変形例〉
　本発明の第１の実施の形態の変形例では、ビルドアップ配線層を有する集合配線基板１
０及び配線基板１０ａの、本発明の第１の実施の形態とは異なる製造方法について例示す
る。本発明の第１の実施の形態の変形例では、支持基板１１の上面に凹部１３を形成せず
、平坦な支持基板１１の上面に第１配線層１７を形成する。なお、支持基板１１、剥離層
１５等の材料や厚さ等は、本発明の第１の実施の形態の場合と同様であるため、その説明
は省略する。
【００６７】
　図２５～図２７は、本発明の第１の実施の形態の変形例に係る集合配線基板１０及び配
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線基板１０ａの製造工程を例示する図である。図２５～図２７において、図５～図２４と
同一部品については、同一符号を付し、その説明は省略する場合がある。始めに、図２５
に示す工程では、支持基板１１を用意し、支持基板１１の上面に第１金属層１４、剥離層
１５を順次形成する。
【００６８】
　次いで、剥離層１５上に第１絶縁層１６を形成し、第１配線層１７の形成位置（後述す
る図２６参照）に対応する位置の第１金属層１４が露出するように、レーザ加工法等を用
いて剥離層１５及び第１絶縁層１６を貫通する貫通穴である第１ビアホール１６ｘを形成
する。なお、第１ビアホール１６ｘは、図１４に示すように、第１ビアホール１６ｘに対
応する凸形状２９ａが形成された面を有するスタンパー２９を用いてインプリントし、凸
形状２９ａを転写する方法を用いて形成してもよい。
【００６９】
　次いで、本発明の第１の実施の形態における図４～図２１と同様な工程により、図２６
に示すように、第１ビアホール１６ｘに露出した第１金属層１４上に、例えば、第１金属
層１４をめっき給電層（シード層）に利用した電解めっき法により、表面めっき層と第１
配線層本体とから構成される第１配線層１７を形成し、更に、第１配線層１７上にビルド
アップ配線層を形成する。本実施例では、４層のビルドアップ配線層（第１配線層～第４
配線層）を形成したが、ｎ層（ｎは１以上の整数）のビルドアップ配線層を形成してもよ
い。
【００７０】
　第１配線層１７において、表面めっき層は、集合配線基板１０及び配線基板１０ａが完
成した際に、外部に露出する層がＡｕからなる構造となり、例えば、第１金属層１４上に
Ａｕ膜のみを形成した構造、Ａｕ膜、Ｎｉ膜を順次積層した構造、Ａｕ膜、Ｐｄ膜，Ｎｉ
膜を順次積層した構造等とすることができる。表面めっき層を構成するＡｕ膜の厚さは、
例えば、０．０１μｍ～１μｍとすることができる。続いて、表面めっき層上にＣｕ等か
らなる第１配線層本体をめっき等により形成することができる。第１配線層１７は、半導
体チップの対応する電極と電気的に接続される電極パッドとして機能する。
【００７１】
　次いで、本発明の第１の実施の形態における図２２～図２４と同様な工程により、図２
７に示すように、本発明の第１の実施の形態の変形例に係る集合配線基板１０及び配線基
板１０ａが製造される。
【００７２】
　本発明の第１の実施の形態の変形例に係る集合配線基板１０及び配線基板１０ａによれ
ば、熱膨張率の小さいシリコン等からなる支持基板１１の上面に第１配線層１７を形成し
、更に、ビルドアップ配線層を形成する。これにより、集合配線基板１０及び配線基板１
０ａが製造される過程において加熱冷却を繰り返しても、熱膨張率の小さいシリコン等か
らなる支持基板１１に支持されたビルドアップ配線層には、熱応力（ストレス）に起因す
る反りや歪みが生じ難くなるため、集合配線基板１０及び配線基板１０ａの完成時に、第
１配線層１７のピッチＰ３が、所望のピッチから大きくずれることを防止することができ
る。
【００７３】
　又、従来の配線基板１００の製造工程で使用されるＣｕからなる支持基板は、最終工程
でウェットエッチングにより除去されるため、一度しか使用できないが、本発明に係るシ
リコン等からなる支持基板１１は、剥離層１５を設けたことにより、ウェットエッチング
を行わなくても容易に除去することが可能となるため、集合配線基板１０をダイシングブ
レード等を用いて個片化する前に支持基板１１を除去する場合には、支持基板１１を繰り
返し使用することができ、集合配線基板１０及び配線基板１０ａの製造コストを低減する
ことができる。
【００７４】
　〈第２の実施の形態〉



(12) JP 4981712 B2 2012.7.25

10

20

30

40

50

　本発明の第２の実施の形態では、ビルドアップ配線層を有する集合配線基板１０及び配
線基板１０ａの、本発明の第１の実施の形態とは異なる製造方法について例示する。本発
明の第２の実施の形態に係る方法で製造された集合配線基板及び配線基板を、便宜上、集
合配線基板３０及び配線基板３０ａとする。集合配線基板１０及び配線基板１０ａと集合
配線基板３０及び配線基板３０ａは製造方法が異なるが、物としては同一である。
【００７５】
　図２８～図３２は、本発明の第２の実施の形態に係る集合配線基板３０及び配線基板３
０ａの製造工程を例示する図である。図２８～図３２において、図５～図２４と同一部品
については、同一符号を付し、その説明は省略する場合がある。始めに、本発明の第１の
実施の形態における図５～図９と同様な工程により、図９に示す構造体を作製する。次い
で、図２８に示す工程では、ＣＶＤ法又は熱酸化等により、支持基板１１の上面に剥離層
３５を形成する。剥離層３５の材料としては、例えば、ＳｉＯ２等を用いることができる
。剥離層３５の厚さは、例えば、０．５μｍ～１０μｍとすることができる。
【００７６】
　次いで、図２９に示す工程では、無電解めっき法又はスパッタ法により、剥離層３５上
に第１金属層３４を形成する。第１金属層３４の材料としては、例えば、ＴｉやＴｉ／Ｃ
ｕ（Ｔｉ層上にＣｕ層を積層した構造）を用いることができる。第１金属層３４の厚さは
、Ｔｉの場合には、例えば、０．５μｍ～１．０μｍとすることができる。Ｔｉ／Ｃｕ（
Ｔｉ層上にＣｕ層を積層した構造）の場合には、例えば、Ｔｉの厚さは０．１μｍ～１．
０μｍ、Ｃｕの厚さは０．１μｍ～１．０μｍとすることができる。又、第１金属層３４
の材料として、Ｐｔ、Ａｕ、Ｃｒ、Ｃｒ／Ａｕ（Ｃｒ層上にＡｕ層を積層した構造）、Ｔ
ｉ／Ａｕ（Ｔｉ層上にＡｕ層を積層した構造）等を用いても構わない。
【００７７】
　次いで、本発明の第１の実施の形態における図１２～図２１と同様な工程により、支持
基板１１上にビルドアップ配線層を形成する。本実施例では、４層のビルドアップ配線層
（第１配線層～第４配線層）を形成したが、ｎ層（ｎは１以上の整数）のビルドアップ配
線層を形成してもよい。
【００７８】
　次いで、図３０に示す工程では、半導体チップが実装される面の反対側の面であるソル
ダーレジスト２７上に、補助基板２８を配設する。補助基板２８は、例えば、両面粘着テ
ープを用いて貼り付けることで配設できる。両面粘着テープとしては、熱発泡タイプの両
面粘着テープやＵＶ（紫外線）発泡タイプの両面粘着テープを用いても構わない。
【００７９】
　次いで、図３１に示す工程では、図３０に示す第１金属層３４及び剥離層３５に所定の
処理を施すことにより、第１金属層３４及び剥離層３５を除去する。所定の処理とは、第
１金属層３４及び剥離層３５をフッ酸蒸気を用いてエッチングする処理である。なお、フ
ッ酸蒸気を用いてエッチングすることにより、ＳｉＯ２から構成されている剥離層３５と
ともに第１金属層３４が除去されるのは、第１金属層３４がＴｉから構成されている場合
である。
【００８０】
　例えば、第１金属層３４がＴｉ／Ｃｕ（Ｔｉ層上にＣｕ層を積層した構造）等から構成
されている場合のようにＴｉ以外の材料を含む場合には、フッ酸蒸気を用いてエッチング
することにより除去されるのは、第１金属層３４を構成するＴｉ及び剥離層３５を構成す
るＳｉＯ２のみである。この場合には、別途第１金属層３４を構成するＣｕを除去する工
程が必要になる。
【００８１】
　次いで、図３２に示す工程では、図３１に示す支持基板１１を除去することにより、集
合配線基板３０が完成する。次いで、本発明の第１の実施の形態における図２４と同様な
工程により、図３２に示す集合配線基板３０をダイシングブレード等を用いて切断位置Ｂ
で切断することにより、集合配線基板３０は個片化される。次いで、個片化後に補助基板
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２８を除去することにより、複数の配線基板３０ａが完成する。なお、図３２に示す集合
配線基板３０から補助基板２８を除去した後に、ダイシングブレード等を用いて切断位置
Ｂで切断することにより集合配線基板３０を個片化し、複数の配線基板３０ａを作製して
も構わない。
【００８２】
　このようにして、本発明の第２の実施の形態に係る集合配線基板３０及び配線基板３０
ａが製造される。なお、本発明の第２の実施の形態では、支持基板１１の上面に凹部１３
を形成し、凹部１３に半導体チップの対応する電極と電気的に接続される電極パッドとな
る第１配線層１７を形成する例を示したが、本発明の第１の実施の形態の変形例と同様に
、支持基板１１の上面に凹部１３を形成せず、平坦な支持基板１１の上面に第１配線層１
７を形成しても構わない。
【００８３】
　本発明の第２の実施の形態に係る集合配線基板３０及び配線基板３０ａによれば、本発
明の第１の実施の形態に係る集合配線基板１０及び配線基板１０ａと同様に、熱膨張率の
小さいシリコン等からなる支持基板１１の上面に凹部１３を形成し、凹部１３に半導体チ
ップの対応する電極と電気的に接続される電極パッドとなる第１配線層１７を形成し、更
に、ビルドアップ配線層を形成する。これにより、集合配線基板３０及び配線基板３０ａ
が製造される過程において加熱冷却を繰り返しても、熱膨張率の小さいシリコン等からな
る支持基板１１に支持されたビルドアップ配線層には、熱応力（ストレス）に起因する反
りや歪みが生じ難くなるため、集合配線基板３０及び配線基板３０ａの完成時に、第１配
線層１７のピッチＰ３が、所望のピッチから大きくずれることを防止することができる。
【００８４】
　又、従来の配線基板１００の製造工程で使用されるＣｕからなる支持基板は、最終工程
でウェットエッチングにより除去されるため、一度しか使用できないが、本発明に係るシ
リコン等からなる支持基板１１は、剥離層３５を設けたことにより、ウェットエッチング
を行わなくても容易に除去することが可能となるため、集合配線基板３０をダイシングブ
レード等を用いて個片化する前に支持基板１１を除去する場合には、支持基板１１を繰り
返し使用することができ、集合配線基板３０及び配線基板３０ａの製造コストを低減する
ことができる。
【００８５】
　〈第３の実施の形態〉
　本発明の第３の実施の形態では、ビルドアップ配線層を有する集合配線基板１０及び配
線基板１０ａの、本発明の第１の実施の形態とは異なる製造方法について例示する。本発
明の第３の実施の形態に係る方法で製造された集合配線基板及び配線基板を、便宜上、集
合配線基板４０及び配線基板４０ａとする。集合配線基板１０及び配線基板１０ａと集合
配線基板４０及び配線基板４０ａは製造方法が異なるが、物としては同一である。
【００８６】
　図３３～図３５は、本発明の第３の実施の形態に係る集合配線基板４０及び配線基板４
０ａの製造工程を例示する図である。図３３～図３５において、図５～図２４と同一部品
については、同一符号を付し、その説明は省略する場合がある。始めに、図３３に示す工
程では、貫通電極４１ａを有する支持基板４１を用意する。貫通電極４１ａは、支持基板
４１の上面から下面に貫通する電極である。
【００８７】
　支持基板４１としては、例えば、シリコン（熱膨張率：３～４ｐｐｍ／℃程度）、又は
、シリコンと同等の熱膨張率を有する材料を用いることができる。支持基板４１として用
いることができる材料の熱膨張率の範囲（半導体基板を構成するシリコンと同等の熱膨張
率の範囲）は、０～６ｐｐｍ／℃であるが、好適な熱膨張率の範囲としては、３～４ｐｐ
ｍ／℃である。
【００８８】
　又、ビルドアップ配線層形成領域Ａの一部である半導体チップが実装される半導体チッ
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プ実装領域Ｃ（後述する図３６参照）に対応する領域はシリコン又はシリコンと同等の熱
膨張率を有する材料から構成し、その他の領域は他の材料から構成してもよい。
【００８９】
　又、ビルドアップ配線層形成領域Ａの一部である半導体チップが実装される半導体チッ
プ実装領域Ｃ（後述する図３６参照）に対応する領域はシリコンから構成し、その他の領
域はシリコンと同等の熱膨張率を有する材料から構成してもよい。
【００９０】
　シリコンと同等の熱膨張率を有する材料としては、例えば、硼珪酸ガラス等を用いるこ
とができる。硼珪酸ガラスは、硼酸（Ｂ２Ｏ３）と珪酸（ＳｉＯ２）を主成分として含む
ガラスであり、熱膨張率は３ｐｐｍ／℃程度である。支持基板４１の厚さは、例えば、２
００μｍ～２０００μｍとすることができる。貫通電極４１ａは、例えば、Ｃｕ等で構成
されている。
【００９１】
　次いで、本発明の第１の実施の形態における図６及び図７と同様な工程により、支持基
板４１の上面にレジスト膜を形成し、レジスト膜に対して露光等のパターニング処理を行
い、第１配線層１７の形成位置に対応する部分である貫通電極４１ａ上に開口部を形成す
る。次いで、図３４に示す工程では、異方性ドライエッチング又は異方性ウェットエッチ
ングにより、支持基板４１の上面の開口部に対応する位置に凹部１３を形成し、レジスト
膜を除去する。凹部１３の深さとしては、例えば、０．５μｍ～２０μｍとすることがで
きる。又、凹部１３は、平面視略円形形状であり、その直径としては、例えば、１μｍ～
５０μｍ、そのピッチとしては、例えば、２μｍ～１００μｍとすることができる。なお
、凹部１３は、第１配線層１７を形成するための窪みである。
【００９２】
　次いで、本発明の第１の実施の形態における図１１～図２１と同様な工程により、支持
基板４１上に図３５に示すビルドアップ配線層を形成する。本実施例では、４層のビルド
アップ配線層（第１配線層～第４配線層）を形成したが、ｎ層（ｎは１以上の整数）のビ
ルドアップ配線層を形成してもよい。なお、支持基板４１は貫通電極４１ａを有するため
、貫通電極４１ａをめっき給電層（シード層）に利用した電解めっき法により、第１配線
層１７を形成することができる。従って、図１０に示す第１金属層１４を形成する工程は
不要となる。
【００９３】
　図３５に示す構造体において、支持基板４１は貫通電極４１ａを有するため、例えば、
所定の貫通電極４１ａ及び所定の貫通電極４１ａと電気的に接続されている第４配線層２
６に、図３５の矢印のようにプローブを接触させることにより、導通検査を行うことがで
きる。
【００９４】
　導通検査で良品と判定された物のみをその後の工程に進めることが可能になるため、集
合配線基板４０及び配線基板４０ａの生産性を向上させることができる。次いで、本発明
の第１の実施の形態における図２２～図２４と同様な工程により、本発明の第３の実施の
形態に係る集合配線基板４０及び配線基板４０ａが製造される。
【００９５】
　なお、本発明の第３の実施の形態では、支持基板４１の上面に凹部１３を形成し、凹部
１３に半導体チップの対応する電極と電気的に接続される電極パッドとなる第１配線層１
７を形成する例を示したが、本発明の第１の実施の形態の変形例と同様に、支持基板４１
の上面に凹部１３を形成せず、平坦な支持基板４１の上面に第１配線層１７を形成しても
構わない。
【００９６】
　本発明の第３の実施の形態に係る集合配線基板４０及び配線基板４０ａによれば、本発
明の第１の実施の形態に係る集合配線基板１０及び配線基板１０ａと同様に、熱膨張率の
小さいシリコン等からなる支持基板４１の上面に凹部１３を形成し、凹部１３に半導体チ
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ップの対応する電極と電気的に接続される電極パッドとなる第１配線層１７を形成し、更
に、ビルドアップ配線層を形成する。これにより、集合配線基板４０及び配線基板４０ａ
が製造される過程において加熱冷却を繰り返しても、熱膨張率の小さいシリコン等からな
る支持基板４１に支持されたビルドアップ配線層には、熱応力（ストレス）に起因する反
りや歪みが生じ難くなるため、集合配線基板４０及び配線基板４０ａの完成時に、第１配
線層１７のピッチＰ３が、所望のピッチから大きくずれることを防止することができる。
【００９７】
　又、従来の配線基板１００の製造工程で使用されるＣｕからなる支持基板は、最終工程
でウェットエッチングにより除去されるため、一度しか使用できないが、本発明に係るシ
リコン等からなる支持基板４１は、剥離層１５を設けたことにより、ウェットエッチング
を行わなくても容易に除去することが可能となるため、集合配線基板４０をダイシングブ
レード等を用いて個片化する前に支持基板４１を除去する場合には、支持基板４１を繰り
返し使用することができ、集合配線基板４０及び配線基板４０ａの製造コストを低減する
ことができる。
【００９８】
　又、貫通電極４１ａを有する支持基板４１を用いることにより、貫通電極４１ａをめっ
き給電層（シード層）に利用した電解めっき法により、第１配線層１７を形成することが
できるため、図１０に示す第１金属層１４を形成する工程が不要となり、集合配線基板４
０及び配線基板４０ａの生産性を向上させることができる。
【００９９】
　又、貫通電極４１ａを有する支持基板４１を用いることにより、ビルドアップ配線層形
成時点で貫通電極４１ａを通して導通検査を行うことが可能となり、導通検査で良品と判
定された物のみをその後の工程に進めることが可能になるため、集合配線基板４０及び配
線基板４０ａの生産性を向上させることができる。
【０１００】
　〈第４の実施の形態〉
　図３６は、本発明の第４の実施の形態に係るビルドアップ配線層を有する集合配線基板
５０を例示する底面図である。図３７は、本発明の第４の実施の形態に係るビルドアップ
配線層を有する集合配線基板５０を例示する断面図である。図３６及び図３７において、
図３及び図４と同一部品については、同一符号を付し、その説明は省略する場合がある。
図３６及び図３７において、５９は補強枠、Ｃは半導体チップが実装される領域（以下、
「半導体チップ実装領域Ｃ」とする）を示している。
【０１０１】
　図３６及び図３７を参照するに、集合配線基板５０は、半導体チップ実装領域Ｃの外縁
部に補強枠５９を設けた以外は、本発明の第１の実施の形態に係るビルドアップ配線層を
有する集合配線基板１０と同様に構成される。補強枠５９は、集合配線基板５０及び集合
配線基板５０を個片化した配線基板５０ａの機械的強度を高め、変形等を防止するために
設ける。
【０１０２】
　又、集合配線基板５０又は集合配線基板５０を個片化した配線基板５０ａに半導体チッ
プが実装された後に、半導体チップで発生する熱の放熱を補助するために設ける。補強枠
５９の材料としては、シリコン、Ｃｕ、ＳＵＳ等を用いることができる。補強枠５９の高
さＨ１は、特に制限はないが、十分な効果を発揮するためには半導体チップ実装領域Ｃよ
りも高くすることが好ましい。
【０１０３】
　続いて、集合配線基板５０及び配線基板５０ａの製造方法について説明をする。始めに
、本発明の第１の実施の形態における図５～図２３と同様な工程により、図２３に示す構
造体を作製する。次いで、図３７に示すように、図２３に示す構造体の半導体チップ実装
領域Ｃの外縁部に補強枠５９を設けることにより、集合配線基板５０が完成する。補強枠
５９は、例えば、エポキシ系の熱硬化性接着剤、プリプレグ等を用いて第１絶縁層１６に
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固定することができる。なお、プリプレグとは、接着剤に相当する樹脂をあらかじめガラ
ス繊維や炭素繊維に含浸させた中間素材である。
【０１０４】
　次いで、本発明の第１の実施の形態における図２４と同様な工程により、図３７に示す
集合配線基板５０をダイシングブレード等を用いて切断位置Ｂで切断することにより、集
合配線基板５０は個片化される。次いで、個片化後に補助基板２８を除去することにより
、複数の配線基板５０ａが完成する。なお、図３７に示す集合配線基板５０から補助基板
２８を除去した後に、ダイシングブレード等を用いて切断位置Ｂで切断することにより集
合配線基板５０を個片化し、複数の配線基板５０ａを作製しても構わない。このようにし
て、本発明の第４の実施の形態に係る集合配線基板５０及び配線基板５０ａが製造される
。
【０１０５】
　なお、本発明の第４の実施の形態では、支持基板１１の上面に凹部１３を形成し、凹部
１３に半導体チップの対応する電極と電気的に接続される電極パッドとなる第１配線層１
７を形成する例を示したが、本発明の第１の実施の形態の変形例と同様に、支持基板１１
の上面に凹部１３を形成せず、平坦な支持基板１１の上面に第１配線層１７を形成しても
構わない。
【０１０６】
　本発明の第４の実施の形態に係る集合配線基板５０及び配線基板５０ａによれば、本発
明の第１の実施の形態に係る集合配線基板１０及び配線基板１０ａと同様に、熱膨張率の
小さいシリコン等からなる支持基板１１の上面に凹部１３を形成し、凹部１３に半導体チ
ップの対応する電極と電気的に接続される電極パッドとなる第１配線層１７を形成し、更
に、ビルドアップ配線層を形成する。これにより、集合配線基板５０及び配線基板５０ａ
が製造される過程において加熱冷却を繰り返しても、熱膨張率の小さいシリコン等からな
る支持基板１１に支持されたビルドアップ配線層には、熱応力（ストレス）に起因する反
りや歪みが生じ難くなるため、集合配線基板５０及び配線基板５０ａの完成時に、第１配
線層１７のピッチＰ３が、所望のピッチから大きくずれることを防止することができる。
【０１０７】
　又、従来の配線基板１００の製造工程で使用されるＣｕからなる支持基板は、最終工程
でウェットエッチングにより除去されるため、一度しか使用できないが、本発明に係るシ
リコン等からなる支持基板１１は、剥離層１５を設けたことにより、ウェットエッチング
を行わなくても容易に除去することが可能となるため、集合配線基板５０をダイシングブ
レード等を用いて個片化する前に支持基板１１を除去する場合には、支持基板１１を繰り
返し使用することができ、集合配線基板５０及び配線基板５０ａの製造コストを低減する
ことができる。
【０１０８】
　又、半導体チップ実装領域Ｃの外縁部に補強枠５９を設けたことにより、集合配線基板
５０及び配線基板５０ａの機械的強度を高くすることが可能となり、集合配線基板５０及
び配線基板５０ａの変形等を防止することができる。補強枠５９を設けたことにより、補
助基板２８を除去した後においても、高い機械的強度を維持することができる。又、半導
体チップ実装領域Ｃの外縁部に補強枠５９を設けたことにより、集合配線基板５０又は配
線基板５０ａに半導体チップが実装された後に、半導体チップで発生する熱の放熱性を向
上することができる。
【０１０９】
　〈第５の実施の形態〉
　図３８は、本発明の第５の実施の形態に係るビルドアップ配線層を有する集合配線基板
６０を例示する断面図である。なお、本発明の第５の実施の形態に係るビルドアップ配線
層を有する集合配線基板６０を例示する平面図は、図３と同一であるため、図示及び説明
は省略する。但し、集合配線基板６０において、支持基板１１、第１金属層６４及び剥離
層６５は除去しておいても構わない。
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【０１１０】
　図３８を参照するに、集合配線基板６０は、支持基板１１と、第１金属層６４と、剥離
層６５と、第１絶縁層６６と、第２絶縁層７１と、第３絶縁層７４と、第１配線層６７と
、第２配線層７０と、第３配線層７３と、第４配線層７６と、第２金属層６８と、第３金
属層７２、第４金属層７５と、ソルダーレジスト７７と、第５金属層７８とからなるビル
ドアップ配線層を有する配線基板である。なお、第１金属層６４、剥離層６５、第１絶縁
層６６等の材料や厚さ等は、本発明の第１の実施の形態の第１金属層１４、剥離層１５、
第１絶縁層１６等の材料や厚さ等と同様であるため、その説明は省略する。
【０１１１】
　支持基板１１の上面には第１金属層６４、剥離層６５、第１絶縁層６６が積層されてい
る。第１絶縁層６６には、剥離層６５及び第１絶縁層６６を貫通し、第１金属層６４を露
出する第１ビアホール６６ｘが形成されている。第１ビアホール６６ｘの第１金属層６４
上には、第１配線層６７が形成されている。
【０１１２】
　第１絶縁層６６上には第２金属層６８及び第２配線層７０が積層形成されている。更に
、第２配線層７０を覆うように第２絶縁層７１が形成され、第２絶縁層７１上には第３金
属層７２及び第３配線層７３が積層形成されている。更に、第３配線層７３を覆うように
第３絶縁層７４が形成され、第３絶縁層７４上には第４金属層７５及び第４配線層７６が
積層形成されている。
【０１１３】
　集合配線基板６０が個片化された配線基板６０ａが、マザーボード等に接続される際に
は、支持基板１１、第１金属層６４及び剥離層６５は除去され、第１配線層６７は、第１
絶縁層６６から露出する。第１配線層６７は、例えばマザーボード等と電気的に接続され
る電極パッドとして機能する。
【０１１４】
　第１配線層６７と第２金属層６８及び第２配線層７０とは、第１絶縁層６６に形成され
た第１ビアホール６６ｘを介して電気的に接続されている。又、第２配線層７０と第３金
属層７２及び第３配線層７３とは、第２絶縁層７１に形成された第２ビアホール７１ｘを
介して電気的に接続されている。又、第３配線層７３と第４金属層７５及び第４配線層７
６とは、第３絶縁層７４に形成された第３ビアホール７４ｘを介して電気的に接続されて
いる。
【０１１５】
　第４配線層７６を覆うように、開口部７７ｘを有するソルダーレジスト７７が形成され
ている。第４配線層７６上の開口部７７ｘに対応する部分には、第５金属層７８が形成さ
れている。第５金属層７８が形成されている面は、半導体チップが実装される半導体チッ
プ実装面となる。ソルダーレジスト７７の開口部７７ｘ内に露出する第５金属層７８は、
電極パッドとして機能し、半導体チップの対応する電極と電気的に接続される。Ｐ４は、
第５金属層７８のピッチを示している。集合配線基板６０は、切断位置Ｂにおいて切断さ
れることにより個片化され、配線基板６０ａとなる。
【０１１６】
　続いて、集合配線基板６０及び配線基板６０ａの製造方法について説明する。図３９～
図４３は、本発明の第５の実施の形態に係る集合配線基板６０及び配線基板６０ａの製造
工程を例示する図である。図３９～図４３において、図３８と同一部品については、同一
符号を付し、その説明は省略する場合がある。
【０１１７】
　始めに、本発明の第１の実施の形態における図５及び図６と同様な工程により、支持基
板１１の上面にレジスト膜６２を形成する。次いで、図３９に示す工程では、レジスト膜
６２に対して露光等のパターニング処理を行い、第１配線層６７の形成位置（後述する図
４１参照）に対応する部分に開口部６２ｘを形成する。なお、ドライフィルム状のレジス
ト膜６２に対して予め開口部６２ｘを形成しておき、開口部６２ｘが形成されたレジスト
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膜６２を支持基板１１上に配設してもよい。
【０１１８】
　第１配線層６７は半導体チップには接続されずマザーボード等と接続される電極パッド
であるため、第１配線層６７の形成位置に対応する開口部６２ｘのピッチは、図７に示す
本発明の第１の実施の形態における第１配線層１７の形成位置に対応する開口部１２ｘの
ピッチよりも広くなっている。
【０１１９】
　次いで、図４０に示す工程では、異方性ドライエッチング又は異方性ウェットエッチン
グにより、支持基板１１の上面の開口部６２ｘに対応する位置に凹部６３を形成し、図３
９に示すレジスト膜６２を除去する。凹部６３の深さとしては、例えば、０．５μｍ～２
０μｍとすることができる。又、凹部６３は、平面視略円形形状であり、その直径として
は、例えば、１００μｍ～２００μｍ、そのピッチとしては、例えば、２００μｍ～４０
０μｍとすることができる。
【０１２０】
　次いで、図４１に示す工程では、本発明の第１の実施の形態における図１０～図２１と
同様な工程により、支持基板１１上にビルドアップ配線層を形成する。本実施例では、４
層のビルドアップ配線層（第１配線層～第４配線層）を形成したが、ｎ層（ｎは１以上の
整数）のビルドアップ配線層を形成してもよい。
【０１２１】
　次いで、図４２に示す工程では、第４配線層７６上の開口部７７ｘに対応する部分に、
第５金属層７８を形成することにより、集合配線基板６０が完成する。第５金属層７８は
、例えば、電解めっき法、無電解めっき法等により、第４配線層７６上に直接Ａｕ膜を形
成したものである。又、例えば、Ｎｉ膜、Ａｕ膜を第４配線層７６上に順次積層した構造
としても構わない。又、Ｎｉ膜、Ｐｄ膜、Ａｕ膜を第４配線層７６上に順次積層した構造
としても構わない。第５金属層７８を構成するＡｕ膜の厚さは、例えば、０．０１μｍ～
１μｍとすることができる。
【０１２２】
　第５金属層７８が形成されている面は、半導体チップが実装される半導体チップ実装面
となる。ソルダーレジスト７７の開口部７７ｘ内に露出する第５金属層７８は、電極パッ
ドとして機能し、半導体チップの対応する電極と電気的に接続される。
【０１２３】
　なお、図４２に示す構造体において、第５金属層７８が形成されている半導体チップ実
装面は、支持基板１１に接している面と反対側の面であるため、支持基板１１を除去する
ことなく半導体チップを実装することができる。従って、図４２に示す構造体に補助基板
２８を設ける工程は不要となる。
【０１２４】
　次いで、図４３に示す工程では、図４２に示す集合配線基板６０をダイシングブレード
等を用いて切断位置Ｂで切断することにより、集合配線基板６０は個片化される。次いで
、個片化後に剥離層６５に所定の処理を施し、支持基板１１、第１金属層６４及び剥離層
６５を除去することにより、複数の配線基板６０ａが完成する。
【０１２５】
　なお、図４２に示す集合配線基板６０から支持基板１１、第１金属層６４及び剥離層６
５を除去した後に、ダイシングブレード等を用いて切断位置Ｂで切断することにより集合
配線基板６０を個片化し、複数の配線基板６０ａを作製しても構わない。
【０１２６】
　所定の処理とは、例えば、剥離層６５として熱発泡タイプの両面粘着テープを貼り付け
た場合には、所定の温度に加熱する（熱エネルギーを付与する）処理である。又、例えば
、剥離層６５としてＵＶ（紫外線）発泡タイプの両面粘着テープを貼り付けた場合には、
紫外線を照射する（特定の波長の光エネルギーを付与する）処理である。所定の処理を施
すことにより、剥離層６５の粘着力が低下するため、支持基板１１、第１金属層６４及び



(19) JP 4981712 B2 2012.7.25

10

20

30

40

50

剥離層６５を容易に除去することができる。
【０１２７】
　支持基板１１、第１金属層６４及び剥離層６５を除去することにより、第１配線層６７
は第１絶縁層１６から露出する。第１配線層６７は、例えばマザーボード等と電気的に接
続される電極パッドとして機能する。このようにして、本発明の第５の実施の形態に係る
集合配線基板６０及び配線基板６０ａが製造される。
【０１２８】
　なお、本発明の第５の実施の形態では、支持基板１１の上面に凹部６３を形成し、凹部
６３にマザーボード等と電気的に接続される電極パッドとなる第１配線層６７を形成する
例を示したが、本発明の第１の実施の形態の変形例と同様に、支持基板１１の上面に凹部
６３を形成せず、平坦な支持基板１１の上面に第１配線層６７を形成しても構わない。
【０１２９】
　本発明の第５の実施の形態に係る集合配線基板６０及び配線基板６０ａによれば、本発
明の第１の実施の形態に係る集合配線基板１０及び配線基板１０ａと同様に、熱膨張率の
小さいシリコン等からなる支持基板１１の上面に凹部６３を形成し、凹部６３にマザーボ
ード等と電気的に接続される電極パッドとなる第１配線層６７を形成し、更に、ビルドア
ップ配線層を形成する。本発明の第１の実施の形態に係る集合配線基板１０及び配線基板
１０ａの場合と異なり、半導体チップの対応する電極と電気的に接続される第５金属層７
８は、支持基板１１の上面に形成された凹部６３には形成されないが、支持基板１１に支
持された状態で形成されるため、集合配線基板６０及び配線基板６０ａが製造される過程
において加熱冷却を繰り返しても、熱膨張率の小さいシリコン等からなる支持基板１１に
支持されたビルドアップ配線層には、熱応力（ストレス）に起因する反りや歪みが生じ難
くなるため、集合配線基板６０及び配線基板６０ａの完成時に、第５金属層７８のピッチ
Ｐ４が、所望のピッチから大きくずれることを防止することができる。
【０１３０】
　又、従来の配線基板１００の製造工程で使用されるＣｕからなる支持基板は、最終工程
でウェットエッチングにより除去されるため、一度しか使用できないが、本発明に係るシ
リコン等からなる支持基板１１は、剥離層６５を設けたことにより、ウェットエッチング
を行わなくても容易に除去することが可能となるため、集合配線基板６０をダイシングブ
レード等を用いて個片化する前に支持基板１１を除去する場合には、支持基板１１を繰り
返し使用することができ、集合配線基板６０及び配線基板６０ａの製造コストを低減する
ことができる。
【０１３１】
　又、集合配線基板６０及び配線基板６０ａにおいて、半導体チップが実装される面は、
支持基板１１に接している面と反対側の面であるため、支持基板１１を除去することなく
半導体チップを実装することができるため、補助基板２８を設ける工程が不要となり、集
合配線基板６０及び配線基板６０ａの生産性を向上させることができる。
【０１３２】
　〈第６の実施の形態〉
　本発明の第６の実施の形態では、本発明に係る配線基板に半導体チップを実装した半導
体パッケージの形態、及び、本発明に係る半導体パッケージの製造方法について例示する
。
【０１３３】
　図４４は、本発明に係る半導体パッケージ８０を例示する断面図である。図４４におい
て、図２４と同一部品については、同一符号を付し、その説明は省略する場合がある。図
４４を参照するに、半導体パッケージ８０は、図２４に示す配線基板１０ａと、半導体チ
ップ８１と、アンダーフィル樹脂８３とを有する。なお、配線基板１０ａは、本発明の第
１の実施の形態に示す製造方法で製造されたものでも、本発明の第１の実施の形態の変形
例に示す製造方法で製造されたものでも、いずれでも構わない。
【０１３４】
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　半導体チップ８１は、シリコン等からなる薄板化された半導体基板（図示せず）上に半
導体集積回路（図示せず）や電極パッド（図示せず）が形成され、電極パッド（図示せず
）上には電極となるボール状端子８２が形成されたものである。半導体チップ８１のボー
ル状端子８２は、配線基板１０ａの第１配線層１７と電気的に接続されている。半導体チ
ップ８１と第１絶縁層１６との間にはアンダーフィル樹脂８３が充填されている。
【０１３５】
　なお、半導体チップ８１のボール状端子８２及び配線基板１０ａの第１配線層１７のい
ずれもが、はんだから構成されている場合には、半導体チップ８１の実装時に、ボール状
端子８２及び第１配線層１７は溶融し合金となり、一つのバンプが形成される。
【０１３６】
　図４４に示す半導体パッケージ８０において、配線基板１０ａは、本発明の第１の実施
の形態で示したように、シリコン（熱膨張率：３～４ｐｐｍ／℃程度）等からなる支持基
板１１の上面に凹部１３を形成し、凹部１３に半導体チップの対応する電極と電気的に接
続される電極パッドとなる第１配線層１７を形成し、更に、ビルドアップ配線層を形成す
ることにより製造される。
【０１３７】
　その結果、配線基板１０ａが製造される過程において加熱冷却を繰り返しても、熱膨張
率の小さいシリコン等からなる支持基板１１に支持されたビルドアップ配線層には、熱応
力（ストレス）に起因する反りや歪みが生じ難くなるため、配線基板１０ａの完成時に、
第１配線層１７のピッチは、所望のピッチから大きくずれることはない。
【０１３８】
　一方、図４４に示す半導体パッケージ８０における半導体チップ８１を構成する半導体
基板にシリコンを用いた場合、その熱膨張率は３～４ｐｐｍ／℃程度と小さく、電極とな
るボール状端子８２のピッチは、所望のピッチから大きくずれることはない。
【０１３９】
　従って、例えば、第１配線層１７のピッチ（＝ボール状端子８２のピッチ）が１００μ
ｍを下回るような狭ピッチとなり、それに対応すべく第１配線層１７やボール状端子８２
が小型化されている場合においても、配線基板１０ａの第１配線層１７と半導体チップ８
１のボール状端子８２とをピッチずれを生じさせることなく電気的に接続することができ
る。
【０１４０】
　図４５は、本発明に係る半導体パッケージ９０を例示する断面図である。図４５におい
て、図３７及び図４４と同一部品については、同一符号を付し、その説明は省略する場合
がある。図４５を参照するに、半導体パッケージ９０は、配線基板５０ａと、半導体チッ
プ８１と、アンダーフィル樹脂８３とを有する。配線基板５０ａは、図３７に示す集合配
線基板５０を個片化した後に補助基板２８を除去した配線基板である。ただし、図３７に
示す集合配線基板５０から補助基板２８を除去した後に個片化しても構わない。
【０１４１】
　半導体パッケージ８０の場合と同様な理由により、半導体パッケージ９０において、例
えば、第１配線層１７のピッチ（＝ボール状端子８２のピッチ）が１００μｍを下回るよ
うな狭ピッチとなり、それに対応すべく第１配線層１７やボール状端子８２が小型化され
ている場合においても、配線基板５０ａの第１配線層１７と半導体チップ８１のボール状
端子８２とをピッチずれを生じさせることなく電気的に接続することができる。又、半導
体チップ８１が実装されている領域の外縁部に補強枠５９を設けたことにより、半導体パ
ッケージ９０の機械的強度を高めることができる。
【０１４２】
　図４６は、本発明に係る半導体パッケージ１１０を例示する断面図である。図４６にお
いて、図４３及び図４４と同一部品については、同一符号を付し、その説明は省略する場
合がある。図４６を参照するに、半導体パッケージ１１０は、図４３に示す配線基板６０
ａと、半導体チップ８１と、アンダーフィル樹脂８３とを有する。第５配線層７８上には
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、はんだペースト塗布等によりプレソルダ（図示せず）が形成されている。
【０１４３】
　半導体パッケージ８０の場合と同様な理由により、半導体パッケージ１１０において、
例えば、第５配線層７８のピッチ（＝ボール状端子８２のピッチ）が１００μｍを下回る
ような狭ピッチとなり、それに対応すべく第５配線層７８やボール状端子８２が小型化さ
れている場合においても、配線基板６０ａの第５配線層７８と半導体チップ８１のボール
状端子８２とをピッチずれを生じさせることなく電気的に接続することができる。
【０１４４】
　以上、半導体パッケージ８０、９０及び１１０の形態について説明したが、この中から
半導体パッケージ８０を例にとり、その製造方法について説明する。図４７～図５０は、
本発明に係る半導体パッケージ８０の製造工程を例示する図である。図４７～図５０にお
いて、図４４と同一部品については、同一符号を付し、その説明は省略する場合がある。
【０１４５】
　なお、図４７～図５０に示す工程は、図２３に示す集合配線基板１０を用意し、集合配
線基板１０に半導体チップ８１を実装し、その後個片化してから補助基板２８を除去する
例を示すが、集合配線基板１０が個片化され補助基板２８が除去されている図２４に示す
配線基板１０ａを用意し、配線基板１０ａに半導体チップ８１を実装しても構わない。
【０１４６】
　始めに、図４７に示す工程では、図２３に示す集合配線基板１０を用意し、半導体チッ
プ８１のボール状端子８２と集合配線基板１０の第１配線層１７とを電気的に接続する。
なお、半導体チップ８１のボール状端子８２及び集合配線基板１０の第１配線層１７のい
ずれもが、はんだから構成されている場合には、半導体チップ８１の実装時に、ボール状
端子８２及び第１配線層１７は溶融し合金となり、一つのバンプが形成される。
【０１４７】
　第１配線層１７がはんだではなく、例えば、Ａｕ等からなる表面めっき層とＣｕ等から
なる第１配線層本体から構成されている場合には、第１配線層１７上に、はんだバンプ（
接合金属）を形成する。はんだバンプは、第１配線層１７に、はんだペーストを塗布しリ
フロー処理することにより得られる。又、第１配線層１７に、はんだボールを実装しても
構わない。
【０１４８】
　半導体チップ８１のボール状端子８２と集合配線基板１０の第１配線層１７との電気的
な接続は、例えば、２３０℃に加熱して、はんだを融解させることにより行う。次いで、
図４８に示す工程では、半導体チップ８１と第１絶縁層１６との間にアンダーフィル樹脂
８３を充填する。次いで、図４９に示す工程では、図４８に示す集合配線基板１０をダイ
シングブレード等を用いて切断位置Ｂで切断することにより、集合配線基板１０は個片化
され、複数の配線基板１０ａとなる。
【０１４９】
　次いで、図５０に示す工程では、図４９に示す補助基板２８を除去することにより、半
導体パッケージ８０が完成する。なお、図４８に示す集合配線基板１０から補助基板２８
を除去した後に、ダイシングブレード等を用いて切断位置Ｂで切断することにより集合配
線基板１０を個片化し、半導体パッケージ８０を作製しても構わない。
【０１５０】
　このようにして、半導体パッケージ８０が製造される。なお、半導体パッケージ９０及
び１１０も半導体パッケージ８０と概略同様の工程により製造される。ただし、図４６に
示す半導体パッケージ１１０は、図３８に示す集合配線基板６０に半導体チップ８１を実
装した後、剥離層６５に所定の処理を施し、支持基板１１、第１金属層６４及び剥離層６
５を除去し、その後、集合配線基板６０をダイシングブレード等を用いて切断位置Ｂで切
断することにより製造しても構わない。
【０１５１】
　本発明の第６の実施の形態によれば、半導体チップの対応する電極と電気的に接続され
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る電極パッドとなる第１配線層１７又は第５配線層７８が所望のピッチから大きくずれる
ことなく形成されている本発明に係る集合配線基板１０、５０、６０、又は、配線基板１
０ａ、５０ａ、６０ａを用いることにより、例えば、第１配線層１７又は第５配線層７８
のピッチ（＝ボール状端子８２のピッチ）が１００μｍを下回るような狭ピッチとなり、
それに対応すべく第１配線層１７又は第５配線層７８やボール状端子８２が小型化されて
いる場合においても、集合配線基板１０、５０、６０、又は、配線基板１０ａ、５０ａ、
６０ａの第１配線層１７又は第５配線層７８と半導体チップ８１ボール状端子８２とをピ
ッチずれを生じさせることなく電気的に接続することができる。
【０１５２】
　以上、本発明の好ましい実施の形態について詳説したが、本発明は、上述した実施の形
態に制限されることはなく、本発明の範囲を逸脱することなく、上述した実施の形態に種
々の変形及び置換を加えることができる。
【０１５３】
　例えば、上述した実施の形態においては、配線層をセミアディティブ法で形成する例を
示したが、配線層は、セミアディティブ法の他にサブトラクティブ法等の各種の方法を用
いて形成することができる。
【図面の簡単な説明】
【０１５４】
【図１】従来のビルドアップ配線層を有する配線基板１００を例示する断面図である。
【図２】配線基板１００に半導体チップ８１０を実装した半導体パッケージ８００を例示
する断面図である。
【図３】本発明の第１の実施の形態に係るビルドアップ配線層を有する集合配線基板１０
を例示する平面図である。
【図４】本発明の第１の実施の形態に係るビルドアップ配線層を有する集合配線基板１０
を例示する断面図である。
【図５】本発明の第１の実施の形態に係る集合配線基板１０及び配線基板１０ａの製造工
程を例示する図（その１）である。
【図６】本発明の第１の実施の形態に係る集合配線基板１０及び配線基板１０ａの製造工
程を例示する図（その２）である。
【図７】本発明の第１の実施の形態に係る集合配線基板１０及び配線基板１０ａの製造工
程を例示する図（その３）である。
【図８】本発明の第１の実施の形態に係る集合配線基板１０及び配線基板１０ａの製造工
程を例示する図（その４）である。
【図９】本発明の第１の実施の形態に係る集合配線基板１０及び配線基板１０ａの製造工
程を例示する図（その５）である。
【図１０】本発明の第１の実施の形態に係る集合配線基板１０及び配線基板１０ａの製造
工程を例示する図（その６）である。
【図１１】本発明の第１の実施の形態に係る集合配線基板１０及び配線基板１０ａの製造
工程を例示する図（その７）である。
【図１２】本発明の第１の実施の形態に係る集合配線基板１０及び配線基板１０ａの製造
工程を例示する図（その８）である。
【図１３】本発明の第１の実施の形態に係る集合配線基板１０及び配線基板１０ａの製造
工程を例示する図（その９）である。
【図１４】本発明の第１の実施の形態に係る集合配線基板１０及び配線基板１０ａの製造
工程を例示する図（その１０）である。
【図１５】本発明の第１の実施の形態に係る集合配線基板１０及び配線基板１０ａの製造
工程を例示する図（その１１）である。
【図１６】本発明の第１の実施の形態に係る集合配線基板１０及び配線基板１０ａの製造
工程を例示する図（その１２）である。
【図１７】本発明の第１の実施の形態に係る集合配線基板１０及び配線基板１０ａの製造
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工程を例示する図（その１３）である。
【図１８】本発明の第１の実施の形態に係る集合配線基板１０及び配線基板１０ａの製造
工程を例示する図（その１４）である。
【図１９】本発明の第１の実施の形態に係る集合配線基板１０及び配線基板１０ａの製造
工程を例示する図（その１５）である。
【図２０】本発明の第１の実施の形態に係る集合配線基板１０及び配線基板１０ａの製造
工程を例示する図（その１６）である。
【図２１】本発明の第１の実施の形態に係る集合配線基板１０及び配線基板１０ａの製造
工程を例示する図（その１７）である。
【図２２】本発明の第１の実施の形態に係る集合配線基板１０及び配線基板１０ａの製造
工程を例示する図（その１８）である。
【図２３】本発明の第１の実施の形態に係る集合配線基板１０及び配線基板１０ａの製造
工程を例示する図（その１９）である。
【図２４】本発明の第１の実施の形態に係る集合配線基板１０及び配線基板１０ａの製造
工程を例示する図（その２０）である。
【図２５】本発明の第１の実施の形態の変形例に係る集合配線基板１０及び配線基板１０
ａの製造工程を例示する図（その１）である。
【図２６】本発明の第１の実施の形態の変形例に係る集合配線基板１０及び配線基板１０
ａの製造工程を例示する図（その２）である。
【図２７】本発明の第１の実施の形態の変形例に係る集合配線基板１０及び配線基板１０
ａの製造工程を例示する図（その３）である。
【図２８】本発明の第２の実施の形態に係る集合配線基板３０及び配線基板３０ａの製造
工程を例示する図（その１）である。
【図２９】本発明の第２の実施の形態に係る集合配線基板３０及び配線基板３０ａの製造
工程を例示する図（その２）である。
【図３０】本発明の第２の実施の形態に係る集合配線基板３０及び配線基板３０ａの製造
工程を例示する図（その３）である。
【図３１】本発明の第２の実施の形態に係る集合配線基板３０及び配線基板３０ａの製造
工程を例示する図（その４）である。
【図３２】本発明の第２の実施の形態に係る集合配線基板３０及び配線基板３０ａの製造
工程を例示する図（その５）である。
【図３３】本発明の第３の実施の形態に係る集合配線基板４０及び配線基板４０ａの製造
工程を例示する図（その１）である。
【図３４】本発明の第３の実施の形態に係る集合配線基板４０及び配線基板４０ａの製造
工程を例示する図（その２）である。
【図３５】本発明の第３の実施の形態に係る集合配線基板４０及び配線基板４０ａの製造
工程を例示する図（その３）である。
【図３６】本発明の第４の実施の形態に係るビルドアップ配線層を有する集合配線基板５
０を例示する底面図である。
【図３７】本発明の第４の実施の形態に係るビルドアップ配線層を有する集合配線基板５
０を例示する断面図である。
【図３８】本発明の第５の実施の形態に係るビルドアップ配線層を有する集合配線基板６
０を例示する断面図である
【図３９】本発明の第５の実施の形態に係る集合配線基板６０及び配線基板６０ａの製造
工程を例示する図（その１）である。
【図４０】本発明の第５の実施の形態に係る集合配線基板６０及び配線基板６０ａの製造
工程を例示する図（その２）である。
【図４１】本発明の第５の実施の形態に係る集合配線基板６０及び配線基板６０ａの製造
工程を例示する図（その３）である。
【図４２】本発明の第５の実施の形態に係る集合配線基板６０及び配線基板６０ａの製造
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工程を例示する図（その４）である。
【図４３】本発明の第５の実施の形態に係る集合配線基板６０及び配線基板６０ａの製造
工程を例示する図（その５）である。
【図４４】本発明に係る半導体パッケージ８０を例示する断面図である。
【図４５】本発明に係る半導体パッケージ９０を例示する断面図である。
【図４６】本発明に係る半導体パッケージ１１０を例示する断面図である。
【図４７】本発明に係る半導体パッケージ８０の製造工程を例示する図（その1）である
。
【図４８】本発明に係る半導体パッケージ８０の製造工程を例示する図（その２）である
。
【図４９】本発明に係る半導体パッケージ８０の製造工程を例示する図（その３）である
。
【図５０】本発明に係る半導体パッケージ８０の製造工程を例示する図（その４）である
。
【符号の説明】
【０１５５】
　１０，３０，５０，６０　集合配線基板
　１０ａ，６０ａ，１００　配線基板
　１１，４１，１１１　支持基板
　１２，６２，１９　レジスト膜
　１２ｘ，１９ｘ，２７ｘ，６２ｘ，７７ｘ，２７０ｘ　開口部
　１３，６３　凹部
　１４，３４，６４　第１金属層
　１５，３５，６５　剥離層
　１６，６６，１６０　第１絶縁層
　１６ｘ，６６ｘ，１６０ｘ　第１ビアホール
　１７，６７，１７０　第１配線層
　１８，６８　第２金属層
　２０，７０，２００　第２配線層
　２１，７１，２１０　第２絶縁層
　２１ｘ，７１ｘ，２１０ｘ　第２ビアホール
　２２，７２　第３金属層
　２３，７３，２３０　第３配線層
　２４，７４，２４０　第３絶縁層
　２４ｘ，７４ｘ，２４０ｘ　第３ビアホール
　２５，７５　第４金属層
　２６，７６，２６０　第４配線層
　２７，７７，２７０　ソルダーレジスト
　２８　補助基板
　２９　スタンパー
　２９ａ　凸形状
　４１ａ　貫通電極
　５９　補強枠
　７８　第５金属層
　８０，９０，１１０，８００　半導体パッケージ
　８１，８１０　半導体チップ
　８２，８２０　ボール状端子
　８３，８３０　アンダーフィル樹脂
　２９０　はんだバンプ
　Ａ　ビルドアップ配線層形成領域
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　Ｂ　切断位置
　Ｃ　半導体チップ実装領域
　Ｈ１　高さ
　Ｐ１　第１配線層１７０のピッチ
　Ｐ２　ボール状端子８２０のピッチ
　Ｐ３　第１配線層１７のピッチ
　Ｐ４　第５金属層７８のピッチ
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【図２３】 【図２４】

【図２５】 【図２６】



(32) JP 4981712 B2 2012.7.25
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【図３９】 【図４０】

【図４１】 【図４２】



(36) JP 4981712 B2 2012.7.25

【図４３】 【図４４】

【図４５】

【図４６】 【図４７】



(37) JP 4981712 B2 2012.7.25

【図４８】 【図４９】
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